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↓
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
と
労
働
者
参
加
原
理
I

目

次

は

じ

め

に

第
一
章
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理

第
一
節
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
判
例
法
理
の
変
遷

第
一
款
私
法
上
の
労
働
契
約
関
係
か
ら
公
法
上
の
契
約
関
係
へ

第
二
款
ミ
ネ
ー
ル
判
決
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
確
立

第
二
節
第
三
共
和
政
期
に
お
け
る
学
説
の
展
開

第
一
款
公
法
契
約
関
係
説

第
二
款
法
令
規
律
関
係
説

第
三
款
契
約
関
係
の
官
公
吏
と
法
令
規
律
関
係
の
官
公
吏
と
の
区
別
説
（
以
上
、
一
八
三
巻
三
号
）

第
三
節
第
三
共
和
政
期
の
時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
官
公
吏
関
係
論
の
検
討

第
一
款
官
公
吏
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性

第
二
款
官
公
吏
に
対
す
る
保
障
の
必
要
性

第
三
款
協
定
に
関
す
る
議
論
の
不
在

第
四
節
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
以
降
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
展
開

第
一
款
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
と
第
四
共
和
政
期
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
法
定
化

第
二
款
第
五
共
和
政
期
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
継
受

第
二
章
労
働
者
参
加
原
理

第
一
節
第
四
共
和
政
憲
法
制
定
当
時
の
議
論
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協

定

法

制

務
員
参
加
法
制
に
よ
っ
て
法
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。

第

一

款

法

制

度

第
一
款
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
お
け
る
議
論

第
二
款
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論

第
三
款
利
益
代
表
者
の
知
見

第
二
節
労
働
法
に
お
け
る
法
制
度
と
憲
法
院
判
決

第

一

款

法

制

度

第
二
款
憲
法
院
判
決
（
以
上
、
一
八
四
巻
一
号
）

第
三
節
公
務
員
法
に
お
け
る
法
制
度
と
憲
法
院
判
決

第

一

款

法

制

度

第

二

款

憲

法

院

判

決

わ
り
に
（
以
上
、
本
号
）

第
三
節

以
上
で
は
、
労
働
法
に
お
い
て
、
労
働
者
参
加
原
理
を
具
体
化
す
る
法
制
度
と
、
こ
の
原
理
に
関
す
る
憲
法
院
判
決
を
検
討
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
以
下
で
は
、
公
務
員
法
に
お
い
て
、
労
働
者
参
加
原
理
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
法
制
度
化
さ
れ
て
い
る
の
か
（
第
一
款
）
、
及
び
、

こ
の
原
理
が
憲
法
院
判
決
で
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
判
示
さ
れ
て
い
る
の
か
（
第
二
款
）
を
明
ら
か
に
す
る
。

公
務
員
法
に
お
い
て
、
労
働
者
参
加
原
理
は
、
以
下
の
と
お
り
、
協
定
法
制

(
1
)
と
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制

(
2
)
か
ら
な
る
公

公
務
員
法
に
お
け
る
労
働
者
側
で
あ
る
官
公
吏
組
合
と
使
用
者
側
で
あ
る
政
府
行
政
当
局
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
協
定

(accord)

は、

お

公
務
員
法
に
お
け
る
法
制
度
と
憲
法
院
判
決
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官
公
吏
組
合
は
、
当
時
の
ド
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
強
硬
な
政
策
に
対
す
る
反
戦
運
動
や
労
働
運
動
等
と
い
っ
た
社
会
運
動
の
過
激
化
し
た
果

て
に
生
じ
た
一
九
六
八
年
の
五
月
革
命
の
騒
乱
に
参
加
し
た
。
そ
の
後
、
官
公
吏
組
合
は
、
こ
う
し
た
騒
乱
が
沈
静
化
す
る
と
、
同
年
五
月

ニ
八
日
と
二
九
日
に
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ポ
ン
ピ
ド
ウ
首
相
と
、
六
月
一
日
と
二
日
に
は
ロ
ベ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
公
務
員
制
度
担
当
大
臣
と
会
合

し
、
そ
の
う
え
で
、
こ
う
し
た
会
合
の
成
果
と
し
て
、
政
府
と
の
間
で
、
給
与
増
額
や
労
働
時
間
の
削
減
、
並
び
に
、
組
合
権
や
週
休
二
日

(165) 

制
の
普
及
等
に
関
す
る
作
業
部
会
の
設
立
等
を
内
容
と
す
る
ウ
デ
ィ
ノ
議
定
書
と
呼
ば
れ
る
協
定
を
締
結
し
た
。
こ
の
協
定
を
主
た
る
契
機

と
し
、
以
降
は
官
公
吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
と
が
定
期
的
に
交
渉
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
特
に
非
幹
部
公
務
員
の
勤
務
条
件
の
改
善
や

（脳）

給
与
の
増
額
等
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
と
い
う
事
実
上
の
慣
行
が
確
立
し
て
い
っ
た
。

一
九
八
三
年
に
制
定
さ
れ
た
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
八
条
に
よ
り
、
こ
う
し
た
官
公
吏
組
合
と
政
府
行

政
当
局
と
の
交
渉
の
慣
行
が
法
制
度
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
官
公
吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
と
の
間
で
締

結
さ
れ
る
協
定
に
法
的
効
力
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
判
決
の
中
で
、
官

(167) 

公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
を
根
拠
と
し
て
協
定
の
法
的
効
力
を
一
切
否
定
す
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
協
定
は
、
前
記
の
二

0

(168) 

1
0年
の
法
改
正
で
初
め
て
法
制
度
化
さ
れ
る
前
か
ら
、
政
治
的
倫
理
的
な
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

「
国
家
は
、
周
知
の
と
お
り
『
誠
実
な
人
』
で
あ
り
、
相
手
方
の
信
頼
を
失
わ
な
い
こ
と
に
利
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
組
合
と
の
取

(169) 

り
決
め
を
守
る
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
、
「
公
権
力
が
、
組
合
と
の
全
て
の
関
係
を
断
ち
た
い
と
で
も
思
わ
な
い
限
り
、
こ
う
し
た
組
合
と

（間）

の
取
り
決
め
を
尊
重
し
な
い
こ
と
に
対
し
て
如
何
な
る
利
益
も
有
し
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て

(111) 

も
、
「
い
か
な
る
政
府
も
、
協
定
を
尊
重
し
な
い
と
い
う
リ
ス
ク
を
決
し
て
と
ら
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
政
治
的
倫
理
的
効
力
を
有
し
、
事
実
上
は
遵
守
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
協
定
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
、
関
係
公
務
員
の
少

数
派
し
か
代
表
し
な
い
組
合
と
締
結
さ
れ
た
協
定
も
、
関
係
公
務
員
に
よ
る
正
統
性
を
有
し
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
多
数
派
組
合
と
締
結
さ

さ
ら
に
そ
の
後
、

以
下
の
経
緯
を
経
て
法
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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(m) 

れ
た
協
定
と
同
様
の
政
治
的
倫
理
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
前
記
の
二

0
1
0年
の
法
改
正
で
は
、
政
府

行
政
当
局
と
の
交
渉
と
協
定
に
対
し
、
当
事
者
と
な
る
官
公
吏
組
合
に
一
定
の
代
表
性
を
求
め
る
こ
と
で
正
統
性
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
以

下
の
二
点
の
改
革
が
行
な
わ
れ
た
。

第
一
に
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
八
条
の
二
第
三
項
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
す
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
に
公

(173) 

務
員
代
表
の
議
席
を
有
す
る
組
合
に
対
し
、
政
府
行
政
当
局
と
の
交
渉
に
参
加
で
き
る
資
格
を
保
障
し
た
（
第
一
条
）
。
後
記
表
3
の
と
お
り
、

諮
問
機
関
の
公
務
員
代
表
は
、
官
公
吏
組
合
の
提
出
し
た
名
簿
に
基
づ
く
比
例
代
表
選
挙
の
方
法
で
、
関
係
公
務
員
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
。

選
挙
に
名
簿
を
提
出
で
き
る
の
は
、
①
二
年
以
上
前
に
結
成
さ
れ
、
か
つ
、
②
共
和
国
の
価
値
の
尊
重
と
独
立
性
と
い
う
基
準
を
み
た
し
た

官
公
吏
組
合
ま
た
は
官
公
吏
組
合
連
合
に
属
す
る
官
公
吏
組
合
で
あ
る
（
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
九
条
の
二
）
。
し
た
が
っ
て
、

こ
う
し
た
諮
問
機
関
に
公
務
員
代
表
の
議
席
を
有
す
る
官
公
吏
組
合
は
、
公
務
員
代
表
選
挙
で
一
定
の
票
を
得
た
と
い
う
点
で
代
表
性
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
法
改
正
は
、
こ
の
よ
う
な
組
合
に
交
渉
へ
の
参
加
資
格
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
交

渉
に
お
け
る
公
務
員
側
当
事
者
の
代
表
性
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
八
条
の
二
第
四
項
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
協
定
を
法
制
度
化
し
、
そ
の
有
効
性
に

つ
い
て
、
関
係
す
る
公
務
員
代
表
選
挙
で
少
な
く
と
も
五

0
％
の
票
を
得
て
い
る
一
っ
又
は
複
数
の
組
合
と
の
協
定
と
い
う
要
件
を
課
し
た

（
第
一
条
）
。
こ
れ
に
よ
り
、
協
定
に
お
け
る
代
表
性
を
保
障
し
、
協
定
の
有
す
る
効
力
の
荼
礎
に
あ
る
正
統
性
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と

(m) 

す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
創
設
さ
れ
た
有
効
要
件
を
み
た
し
た
協
定
の
効
力
に
つ
き
、
議
会
で
の
法
案
審
議
過
程
で

(175) 

は
、
あ
く
ま
で
も
依
然
と
し
て
法
的
効
力
で
は
な
く
政
治
的
倫
理
的
効
力
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

(176) 

そ
の
後
、
二

0
一
三
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
で
も
、
協
定
自
体
に
つ
い
て
は
法
的
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
で
は
、
二

0
ニ
―
一
年
末
ま
で
の
経
過
規
定
で
あ
る
二

0
1
0年
法
律
第
二
八
条
第
二
項
の
定
め
て
い
た
協
定
有
効
要

件
（
公
務
員
代
表
選
挙
で
の
得
票
率
二
0
％
以
上
の
官
公
吏
組
合
と
締
結
さ
れ
、
そ
の
得
票
率
五
0
％
以
上
の
官
公
吏
組
合
の
反
対
の
な
い
こ
と
）
に
基
づ
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公務員法における官公吏組合と政府行政当局との団体交渉事項

交渉相手 交渉事項

政府代表．地方公務使用者代表．病院公務使用者 ①給与変更に関する全国レベルの交渉

代表 ②購買力変更に関する全国レベルの交渉

管轄政府行政当局 ①労働の編成運営と遠隔勤務

②キャリアパスと昇進

③継続的職業訓練

④社会的作用と補足的社会保障作用

⑤労働環境における衛生，安全，健康

⑥公務における障がい者の同化

⑦公務における男女平等

官公吏一般身分規程法律第1部第8条の 2第1項，及び，同第2項を基に筆者作成

い
て
な
さ
れ
た
多
数
派
組
合
の
協
定
反
対
考
慮
請
求
に
対
す
る
政
府
行
政
当
局
の
拒
否
決
定
に
つ

い
て
は
、
行
政
訴
訟
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
拒
否
決
定
に
関
す
る
判
示
は
、

あ
く
ま
で
も
、
得
票
率
五

0
％
以
上
の
組
合
に
よ
る
反
対
を
消
極
的
有
効
要
件
と
し
て
明
記
し
て

い
た
前
記
の
経
過
規
定
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
こ
れ
が
失
効
し
た
現
在
で
は
、
こ
う

し
た
消
極
的
有
効
要
件
は
廃
止
さ
れ
、
前
記
の
と
お
り
、
得
票
率
五

0
％
以
上
の
組
合
と
の
協
定

の
み
が
有
効
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
示
の
射
程
は
、
決
し
て
予
断
を
許
す

も
の
で
は
な
く
、
今
後
の
判
例
の
展
開
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
に
も
、
二

0
1
0年
の
法
改
正
は
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
八
条
の
規

定
の
う
ち
、
官
公
吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
と
の
交
渉
に
関
す
る
規
定
を
同
条
の
二
第
一
項
と
第

二
項
に
独
立
さ
せ
た
う
え
で
、
そ
の
第
一
項
と
第
二
項
の
中
で
、
そ
の
交
渉
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ

(ITI) 

た
（
第
一
条
）
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
官
公
吏
組
合
は
、
政
府
代
表
、
地
方
公
務
使
用
者
代
表
、
及

び
、
病
院
公
務
使
用
者
代
表
と
全
国
レ
ベ
ル
で
、
ま
た
、
交
渉
事
項
を
管
轄
す
る
政
府
行
政
当
局

と
多
様
な
レ
ベ
ル
で
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
行
の
交
渉
事
項
を
表
1
に
整
理
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
二

0
1
0年
の
法
改
正
に
よ
り
、
関
係
公
務
員
代
表
選
挙
で
獲
得
し
た
得
票

率
に
基
づ
き
代
表
性
を
有
す
る
と
さ
れ
た
官
公
吏
組
合
に
対
し
て
、
団
体
交
渉
へ
の
参
加
資
格
と

協
定
の
締
結
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
団
体
交
渉
と
協
定
の
有
す

る
代
表
性
と
正
統
性
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
公
務
員
法
で
の
団
体
交
渉
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
締
結
さ
れ
る
協
定
は
、
官
公
吏

関
係
法
令
規
律
原
理
に
よ
っ
て
官
公
吏
の
勤
務
条
件
や
権
利
義
務
等
が
法
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
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性
や
正
統
性
を
得
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。

あ
る
。

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
実
質
的
に
は
、
法
令
を
通
し
て
関
係
公
務
員
全
体
に
対
し
て
影
響
し
、
協
定
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
「
拡

張
適
用
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
こ
れ
ら
の
当
事
者
と
な
る
組
合
に
属
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
所
属
組
合
を
通
し
て

団
体
交
渉
に
も
協
定
締
結
に
も
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
公
務
員
に
も
参
加
を
保
障
し
な
い
限
り
、
個
人
の
自
律
性
の
原
理
や
、
こ

れ
に
基
づ
く
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
い
っ
た
労
働
者
参
加
原
理
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
二

0
1
0年
の
法
改
正
は
、

関
係
公
務
員
全
体
が
、
公
務
員
代
表
選
挙
を
通
し
て
団
体
交
渉
の
過
程
や
協
定
締
結
の
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
の
で

こ
れ
に
対
し
、
こ
う
し
た
代
表
性
と
正
統
性
は
、
以
下
の
と
お
り
、
日
本
の
法
制
度
に
は
欠
如
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
団
体
交
渉
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
法
で
は
、
登
録
職
員
団
体
は
、
勤
務
条
件
等
に
関
し
て
当
局
と
交
渉
す
る
こ
と
を
保
障
さ

れ
て
い
る
（
第
一
〇
八
条
の
五
）
。
ま
た
、
勤
務
条
件
に
関
す
る
人
事
院
規
則
の
制
定
改
廃
を
人
事
院
に
要
請
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
第
一
〇
八
条
の
五
の
二
）
。
な
お
、
人
事
院
は
、
例
年
二

0
0
回
ほ
ど
設
け
ら
れ
る
職
員
団
体
と
の
会
見
を
通
し
て
、
人
事
院
規
則
の
制
定

(178) 

改
廃
に
加
え
、
人
事
院
勧
告
等
に
つ
い
て
も
職
員
団
体
の
意
見
を
聴
取
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
交
渉
等
の
結
果
は
、
法
令
や
人
事
院
規
則
を

通
し
て
関
係
公
務
員
全
体
に
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
交
渉
権
の
認
め
ら
れ
る
登
録
職
員
団
体
の
加
入
率
は
、
平
成
二
九

(179) 

年
三
月
三
一
日
時
点
で
四
五
・
六
％
と
半
数
を
割
っ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
関
係
公
務
員
全
体
に
よ
る
選
挙
に
基
づ
き
代
表

第
二
に
、
労
使
間
の
合
意
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
法
は
、
職
員
団
体
に
協
約
締
結
権
を
保
障
し
て
い
な
い
（
第
一
〇
八
条
の
五
第
二
項
）
。

そ
の
一
方
で
、
前
記
の
「
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案
」
は
、
第
四
条
以
下
で
職
員
団
体
か
ら
改
め
ら
れ
る
労
働
組
合
に
対

し
、
第
一
三
条
以
下
で
団
体
協
約
締
結
権
を
認
め
る
規
定
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
時
に
、
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
も
維
持

さ
れ
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
、
協
約
の
内
容
は
、
法
令
等
を
通
し
て
、
協
約
を
締
結
し
た
労
働
組
合
の
組
合
員
以
外
の
者
も
含
め
た
関
係
公

務
員
全
体
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
公
務
員
全
体
に
お
け
る
多
数
派
の
支
持
を
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条
及
び
第
一
八
条
と
比
較
し
て
も
、
対
照
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
前
記
の
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
の
拡
張
適
用
制
度
、
及
び
、

フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
の
二

ol

0
年
法
改
正
に
よ
る
多
数
派
要
件
だ
け
で
は
な
く
、
拡
張
適
用
を
極
め
て
厳
格
な
要
件
に
よ
っ
て
限
定
す
る
日
本
の
労
働
組
合
法
の
第
一
七

以
上
の
よ
う
な
代
表
性
と
正
統
性
の
欠
如
は
、
と
り
わ
け
、
当
事
者
と
な
る
職
員
団
体
や
労
働
組
合
に
属
し
な
い
公
務
員
に
参
加
の
機
会

を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
労
働
基
本
権
の
趣
旨
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
自
己
決
定
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
前
記
の
と
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
協
定
は
、
伝
統
的
に
法
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
以
下
の
と
お

り
、
法
改
正
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
協
定
に
法
的
効
力
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
存
在
す
る
。

社
会
党
所
属
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
名
誉
評
定
官
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
フ
ル
ニ
エ
に
よ
る
二

0
0
―
一
年
の
白
書
で
は
、
行
政
当
局
に
対
し
・

て
協
定
の
実
施
義
務
を
、
内
閣
に
対
し
て
一
八
0
日
以
内
の
命
令
の
制
定
義
務
と
四
五
日
以
内
の
法
案
提
出
義
務
を
課
す
と
い
う
債
務
的
効

力
を
協
定
に
認
め
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
法
制
度
が
参
照
さ
加
‘
こ
う
し
た
法
制
度
は
、
憲
法
第
三
七
条
の
命
令
事
項
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
首

(181) 

相
に
命
令
制
定
権
を
認
め
る
憲
法
第
ニ
―
条
に
反
し
て
違
憲
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
同
条
に
反
し
な
い
も
の
と
し
て
、
首
相
や

公
務
員
制
度
担
当
大
臣
等
の
命
令
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
た
と
き
に
の
み
、
協
定

(accord)

に
法
的
効
力
を
与
え
、
こ
れ
を
協
約

(conven,
 

(182) 

tion)

と
す
る
法
制
度
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
フ
ル
ニ
エ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
認
可
制
度
に
対
し
、
メ
ル
レ
イ
は
、
「
協
定
の
認
可
行
為
と
協
定

（阪）

の
内
容
を
定
め
る
デ
ク
レ
と
の
間
の
差
異
は
、
法
的
に
も
政
治
的
に
も
限
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
評
定
官
の
ジ
ャ
ン
11

ル
ド
ヴ
ィ
ッ
ク
・
シ
リ
カ
ニ
に
よ
る
二

0
0
八
年
の
白
書
で
は
、
こ
う
し
た
認
可
制
度

に
関
す
る
提
案
を
受
け
、
憲
法
第
三
七
条
の
命
令
制
定
権
の
管
轄
だ
け
で
は
な
く
憲
法
第
三
四
条
の
法
律
制
定
権
の
管
轄
に
ま
で
範
囲
を
広

げ
、
こ
れ
ら
の
権
限
に
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
認
可
制
度
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
制
度
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
代

表
的
組
合
と
公
務
使
用
者
と
に
よ
る
協
定
の
う
ち
、
非
正
規
の
契
約
公
務
員
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
の
協
定
と
、
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正
規
の
公
務
員
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
身
分
規
程
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
べ
き
性
質
を
有
し
な
い
問
題
（
職
業
訓
練
、
労
働
条
件
、
社
会
保

障
に
関
す
る
方
針
、
給
与
等
）
に
つ
い
て
の
協
定
に
対
し
て
は
、
デ
ク
レ
か
法
律
に
よ
る
認
可
を
受
け
る
限
り
で
法
的
効
力
を
与
え
る
こ
と
と

(184) 

す
る
法
制
度
が
提
案
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

フ
ル
ニ
エ
の
提
案
す
る
認
可
制
度
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
認
可
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
直
接
に
法
的
効
力
を
認
め

よ
う
と
す
る
法
制
度
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

し
な
い
限
り
で
、
認
可
の
手
統
を
経
る
こ
と
な
く
、
法
律
に
よ
っ
て
協
定
に
対
し
て
直
接
に
法
的
効
力
を
付
与
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
身
分
規
程
で
定
め
ら
れ
て
い
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
関
す
る
諸
々
の
法
準
則
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第
三
七
条
に

基
づ
く
伝
統
的
な
命
令
制
定
権
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
法
律
は
、
こ
う
し
た
命
令
制
定
権
の
管
轄
に
属
す
る
わ
け

で
は
な
い
「
公
務
員
の
管
理
に
関
す
る
諸
々
の
法
準
則
の
決
定
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
認
可
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
有
す

（渇）

る
複
雑
さ
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
適
用
さ
れ
る
団
体
協
約
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
改
正
に
よ
っ
て
協
定
に
法
的
効
力
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
以
上
の
議
論
に
お
い
て
は
、

律
原
理
を
受
け
た
憲
法
上
の
法
律
制
定
権
や
命
令
制
定
権
に
よ
り
、
こ
う
し
た
法
的
効
力
の
付
与
に
は
限
界
の
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、
内
閣
に
命
令
制
定
義
務
を
課
す
と
い
う
効
果
を
協
定
に
認
め
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
よ
う
な
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が

憲
法
第
ニ
―
条
の
命
令
制
定
権
を
制
約
し
う
る
も
の
と
考
え
た
う
え
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
前
記
の
「
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る

法
律
案
」
は
、
第
一
七
条
第
二
号
で
内
閣
に
政
令
の
制
定
改
廃
義
務
を
課
す
こ
と
を
団
体
協
約
に
認
め
る
が
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
憲

法
第
七
一
テ
一
条
第
六
号
の
命
令
制
定
権
を
制
約
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
議
論
を
行
な

う
に
あ
た
っ
て
は
、
命
令
制
定
権
を
制
約
す
る
こ
と
な
く
命
令
制
定
義
務
を
課
す
こ
と
を
協
定
に
認
め
る
制
度
設
計
を
目
指
す
も
の
で
あ
る

点
で
、
前
記
の
認
可
制
度
に
関
す
る
議
論
を
は
じ
め
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
が
参
考
に
値
す
る
。

一
般
利
益
に
基
礎
を
お
く
官
公
吏
関
係
法
令
規

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
る
二

0
0
三
年
の
報
告
書
で
は
、
命
令
制
定
権
を
制
約
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労
使
代
妻
型
諮
問
懺
関
法
制

公
務
員
代
表
と
政
府
行
政
当
局
代
表
か
ら
な
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
は
、
以
下
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
か
ら
―

1
0
世
紀
前
半
に
か
け
、
懲
戒
の
分
野
で
の
諮
問
機
関
で
あ
る
懲
戒
委
員
会

等
を
噛
矢
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え
、
労
働
者
参
加
原
理
が
未
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
諮
問
機
関
の
中

(186) 

に
は
、
依
然
と
し
て
公
務
員
代
表
を
擁
し
な
い
も
の
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
前
記
の
第
四
共
和
政
憲
法
が
制
定
さ
れ
た

際
に
は
、
そ
の
前
文
第
八
段
で
労
働
者
参
加
原
理
が
保
障
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
時
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
で
あ
る
一
九
四
六
年
一

0
月
一
九
日
法
律
第
四
六
ー
ニ
ニ
九
四
号
で
は
、
公
務
員
制
度
に
関
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
（
第
一
九
条
）
、

人
事
行
為
に
関
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る
同
数
人
事
審
議
会
（
第
二
0
条
第
一
項
）
、
及
び
、
公
役
務
の
編
成
運
営
に
関
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る

同
数
行
政
管
理
委
員
会
（
第
二
0
条
第
二
項
）
と
い
っ
た
諮
問
機
関
の
中
で
、
政
府
行
政
当
局
代
表
と
同
数
の
公
務
員
代
表
が
保
障
さ
れ
る
こ

(187) 

と
と
な
っ
た
。

当
時
の
学
説
で
は
、
こ
う
し
た
諮
問
機
関
の
基
礎
と
し
て
、
「
公
務
員
と
い
う
労
働
者
が
、
「
代
表
者
を
介
し
、
企
業
の
管
理
に
参
加
す

(188) 

る
』
と
す
る
憲
法
前
文
」
第
八
段
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
に
基
づ
く
法
整
備
は
、

(189) 

公
務
員
制
度
へ
の
「
民
主
主
義
に
関
す
る
諸
原
理
の
拡
張
」
に
よ
る
「
公
務
員
制
度
の
民
主
化

(democratisation
d
e
 la 
fonction 
p
u
b
l
i
 ,
 

(loo)

（

191) 

q
u
e
)
」
の
一
環
で
あ
り
、
公
務
員
側
の
参
加
を
促
進
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
一
九
四
六
年
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
を
審
議
す
る
に
あ
た
り
、
第
四
共
和
政
憲
法
制
定
国
民
議
会
で
の
前
記
の

フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
も
、
前
記
の
と
お
り
、
そ
れ
ら
の
諮
問
機
関
法
制
が
、
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
く
労
働
者
参
加
原
理
を
受
け
た

そ
の
後
、
こ
う
し
た
諮
問
機
関
は
、
社
会
党
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
に
よ
っ
て
一
九
八
三
年
か
ら
一
九
八
六
年
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た
現
行

の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
に
も
、
第
一
一
部
第
―
二
条
以
下
等
に
お
い
て
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
際
に
は
、
第
二
部
か
ら
第

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

公
務
員
法
に
お
け
る
諮
問
機
関
自
体
は
、

2
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四
部
ま
で
各
公
務
員
制
度
の
特
別
法
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
特
別
法
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
た
審
理
や
答
申
等
を
管
轄
す

る
た
め
に
、
公
務
員
制
度
ご
と
に
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
第
二
部
第
一
六
条
等
に
は
、
職

務
中
の
衛
生
安
全
環
境
の
改
善
に
関
す
る
諮
問
へ
の
答
申
等
を
任
務
と
す
る
衛
生
安
全
委
員
会

(
C
o
且
te
d'hygiene 
et 
d
e
 securite)

が
創

設
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
前
記
の
二

0
1
0年
法
律
は
、
第
一
に
、
第
二
部
第
二
二
条
か
ら
第
一
六
条
ま
で
（
第
一
四
条
を
除
く
）
等
を
改
正
す
る
こ
と
に

よ
り
、
同
数
人
事
審
議
会
を
除
く
諮
問
機
関
の
労
使
代
表
同
数
構
成
を
廃
止
し
た
う
え
で
、
原
則
と
し
て
公
務
員
代
表
の
み
に
表
決
権
を
与

え
た
（
第
七
条
か
ら
第
―
一
条
（
第
八
条
を
除
く
）
）
。
労
使
代
表
同
数
構
成
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
の
半
数
を
占
め
る
政
府
行
政
当
局
代
表
が
諮

問
機
関
内
の
議
論
に
積
極
的
に
参
加
せ
ず
に
諮
問
に
対
す
る
賛
成
票
し
か
投
じ
な
い
た
め
に
、
諮
問
機
関
法
制
の
形
骸
化
を
招
い
て
い
る
と

(192) 

の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
同
数
構
成
の
廃
止
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
法
に
よ
っ

て
新
設
さ
れ
た
後
記
の
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
は
、
同
じ
く
労
使
代
表
同
数
構
成
で
は
な
い
が
、
国
家
公
務
使
用
者
代
表
、
地
方
公
務
使

用
者
代
表
、
及
び
、
病
院
公
務
使
用
者
代
表
に
も
表
決
権
が
与
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
二
に
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
九
条
の
三
を
創
設
し
、
国
家
公
務
員
制
度
、
地
方
公
務
員
制
度
、
及
び
、
病
院

公
務
員
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
加
え
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
事
柄
を
管

轄
す
る
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会

(Conseil
c
o
m
m
 g
 
d
e
 la fonction publique)
を
新
設
し
た
（
第
五
条
）
。
従
来
は
、
各
公
務
員
制
度
に
共

通
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
各
公
務
員
制
度
の
高
等
評
議
会
に
諮
問
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
は
、
国
家
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
へ
の

諮
問
を
経
た
の
ち
に
残
り
の
高
等
評
議
会
に
諮
問
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
残
り
の
評
議
会
は
、
国
家
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
へ
の
諮
問

の
結
果
を
追
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
地
方
公
務
員
代
表
と
病
院
公
務
員
代
表
が
実
効
的
に
意
見
表
明
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
の
創
設
に
よ
り
、
地
方
公
務
員
代
表
と
病
院
公
務
員
代
表
を
通
し
た
参
加
を
実
効
的
な
も
の

(193) 

に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
院
に
よ
り
、
三
つ
の
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
が
各
公
務
員
制
度
に
固
有
の
性
質
を
有
す
る
事
柄
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に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
を
踏
ま
え
た
意
見
表
明
を
各
公
務
員
の
代
表
に
十
分
に
保
障
す
る
た
め
に
、
共
通
評
議
会
の
管
轄
か
ら
除
外
さ
れ
、

(191) 

高
等
評
議
会
の
管
轄
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
第
三
に
、
二

0
1
0年
法
律
は
、
非
正
規
の
公
務
員
に
対
し
て
も
、
関
係
す
る
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
に
お
け
る
公
務
員
代
表

(195) 

の
選
出
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
新
た
に
保
障
し
た
。
す
な
わ
ち
、
従
前
は
、
同
数
人
事
審
議
会
の
公
務
員
代
表
選
挙
の
結
果
に
基
づ
き
、

公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
、
行
政
管
理
委
員
会
や
衛
生
安
全
委
員
会
に
お
け
る
公
務
員
代
表
も
選
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
数

人
事
審
議
会
は
、
官
公
吏
に
対
す
る
人
事
行
為
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
る
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
官
公
吏
の
所
属
す
る
コ
オ
ル
に
設
置
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
正
規
の
公
務
員
で
あ
る
官
公
吏
の
み
が
公
務
員
代
表
の
選
挙
に
お
い
て
投
票
権
を
有
し
て
お
り
、
非
正
規
の
公
務
員
が

公
務
員
代
表
を
選
出
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
務
員
制
度
全
体
に
関
係
す
る
諮
問
を
受
け
る
公
務
員
制
度
高
等
評

議
会
、
公
役
務
の
編
成
運
営
等
に
関
す
る
諮
問
を
受
け
る
行
政
管
理
委
員
会
や
、
労
働
環
境
に
お
け
る
衛
生
安
全
等
に
関
す
る
諮
問
を
受
け

る
衛
生
安
全
委
員
会
の
任
務
は
非
正
規
公
務
員
の
権
利
利
益
に
も
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
に
も
拘
ら
ず
、
非
正
規
の
公
務
員
は
、
こ
う
し
た

諮
問
機
関
に
お
け
る
公
務
員
代
表
を
選
出
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
二

0
1
0年
法
律
は
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
二
部
第
一
五
条
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
管
理
委
員
会

の
公
務
員
代
表
を
、
同
数
人
事
審
議
会
公
務
員
代
表
選
挙
と
は
別
に
、
官
公
吏
組
合
の
提
出
す
る
名
簿
に
よ
る
名
簿
式
比
例
代
表
選
挙
に
よ

っ
て
選
出
す
る
こ
と
と
し
た
（
第
九
条
）
。
そ
の
う
え
で
、
第
二
部
第
一
三
条
と
第
一
六
条
の
改
正
に
よ
り
、
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
、
及

び
、
以
下
の
と
お
り
二

0
1
0年
法
律
で
改
組
さ
れ
た
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会
の
公
務
員
代
表
も
、
行
政
管
理
委
員
会
の
公
務
員
代
表

選
挙
の
結
果
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
七
条
、
第
一

0
条
）
。
こ
れ
に
加
え
、
第
一
部
第
九
条
の
三
の
新
設
に
よ
り
、
公
務

員
制
度
共
通
評
議
会
の
公
務
員
代
表
も
、
行
政
管
理
委
員
会
公
務
員
代
表
選
挙
の
結
果
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
五
条
）
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
、
二

0
1
―
年
二
月
一
五
日
デ
ク
レ
第
二

0
1
―
I
一
八
四
号
第
一
八
条
第
一
項
は
、
基
本
的
に
は
半
年
以
上
の
有
期

契
約
か
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
を
締
結
し
て
い
る
公
法
上
ま
た
は
私
法
上
の
契
約
公
務
員
と
い
っ
た
非
正
規
の
公
務
員
等
に
対
し
、
行
政
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管
理
委
員
会
の
公
務
員
代
表
選
挙
の
投
票
権
を
与
え
た
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
非
正
規
の
公
務
員
は
、
同
数
人
事
審
議
会
を
除
く
労
使
代
表

型
諮
問
機
関
を
通
し
た
参
加
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
他
に
は
、
第
四
に
、
二

0
1
0
年
法
律
は
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
二
部
第
一
六
条
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
前
の
前

記
の
衛
生
安
全
委
員
会
を
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会

(
C
o
m
i
t
e
s
d'hygiene. 
d
e
 securite 
et d
e
s
 
8
 
nditions 
d
e
 travail)
に
改
組
し
、
新

(196) 

た
に
、
労
働
条
件
の
改
善
へ
の
貢
献
等
を
そ
の
任
務
に
追
加
し
た
（
第
一

0
条）。

そ
の
後
、
前
記
の
二

0
一
六
年
法
律
は
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
九
条
の
三
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の
と
お
り

領）

に
、
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
の
管
轄
を
拡
大
さ
せ
た
（
第
四
八
梨
）
。
第
一
に
、
従
来
は
、
三
つ
の
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
事
柄
を
管
轄

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
二
つ
の
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
事
柄
を
管
轄
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て

も
、
地
方
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
と
病
院
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
へ
の
諮
問
手
続
が
形
骸
化
す
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
の
管
轄
を
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
公
務
員
制
度
に
共
通
す
る
事
柄
に
ま
で
拡
大
さ
せ
た
。
第
二
に
、
公
務

員
制
度
に
共
通
す
る
が
各
公
務
員
制
度
に
固
有
の
性
質
を
有
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
各
高
等
評
議
会
の
管
轄
と
さ
れ
て

い
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
も
、
国
家
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
以
外
の
尚
等
評
議
会
へ
の
諮
問
手
続
の
形
骸

化
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
の
管
轄
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
二

0
1
0年
や
二

0
一
六
年
の
法
改
正
も
、
労
働
者
参
加
原
理
の
趣
旨
の
一
環
で
あ
る
前
記
の
個
人
の
自
律
性
の
原
理
や
社

会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
き
、
特
に
非
正
規
公
務
員
、
地
方
公
務
員
や
病
院
公
務
員
を
も
含
め
た
諮
問
機
関
に
よ
る
答
申
の
影
響
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
関
係
公
務
員
全
体
の
参
加
を
保
障
し
、
実
効
的
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
前
記
の
と
お
り
、
諮
問

機
関
法
制
は
、
関
係
公
務
員
が
職
務
を
通
し
て
獲
得
し
た
知
見
を
公
役
務
の
編
成
運
営
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
意
義
を
受
け
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
観
点
に
基
づ
き
、
近
年
の
法
改
正
を
、
関
係
公
務
員
の
知
見
を
よ
り
実
効
的
に
公
役
務
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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表2 公務員法における労使代表型諮問機関の主な管轄

諮問機関 主な管轄

公務員制度共通評議会 ①国家，地方，病院公務員制度のうち少なくとも 2つに共通する全問題のう

ち諮問を受けた問題の審理と答申

② 3つの公務員制度のうち少なくとも 2つに共通する法令案の諮問を受けた

審理と答申

公務員制度高等評議会 ①国家公務員制度に関する一般レベルの全問題のうち諮問を受けた問題の審

理と答申

②国家公務員制度に関する法令案の諮問を受けた審理と答申

③懲戒．昇進．及び．職務無能力を理由とする免職の場合の不服申立を受け

た審理と答申（※）

同数人事審議会 ①採用，任官の提案任官拒否の提案に関する諮問を受けた審理と答申

②評定．パートタイム労働許可．管理職試験準傭休暇許可等に関する諮問を

受けた審理と答申

③懲戒．昇進．及び．職務無能力を理由とする罷免に関する諮問を受けた審

理と答申

行政管理委員会 ①公役務の運営と機能に関する問題についての諮問を受けた審理と答申

②人員，職，権限に関する問題についての諮問を受けた審理と答申

③特別身分規程案等についての諮問を受けた審理と答申

衛生安全労働条件委員会 ①労働中の公務員の衛生安全保障への貢献（この点に関する諮問を受けた審

理と答申等）

②労働条件の改善への貢献（この点に関する諮問を受けた審理と答申等）

⑩と②の分野での法規遵守の監視

官公吏一般身分規程法律第 1部第 9条の 3,及び．同第 2部第13条から第16条．並びに．関係デクレ（第

2012-148号．第2012-225号第82-451号第2011-184号．第82-453号）に基づき筆者作成

※公務員制度高等評議会では．③の諮問手続のみ．労使代表同数構成で政府行政当局代表も表決権を有する。

る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
法
律
が
違
憲
と
な
る
余
地
の

あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
の
意
見
等
が
法
的
拘

た
う
え
で
、
こ
う
し
た
諮
問
の
不
在
が
同
原
理
に
反
す

理
が
公
務
員
法
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

法
律
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
と
き
に
、
労
働
者
参
加
原

関
へ
の
諮
問
を
経
ず
に
提
出
さ
れ
た
法
案
を
基
に
す
る

こ
の
こ
と
を
行
政
行
為
の
取
消
原
因
で
あ
る
と
し
て
い

（鴎）る
。
さ
ら
に
、
憲
法
院
は
、
後
記
の
と
お
り
、
諮
問
機

問
事
項
に
つ
い
て
諮
問
機
関
に
諮
問
し
な
い
と
き
に
は
、

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
政
府
行
政
当
局
が
、
義
務
的
諮

法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

コ

ま
た
、
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
の
意
見
や
答
申
等
は
、

務
員
制
度
の
機
関
を
引
用
す
る
。

つ
い
て
は
、
最
も
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
国
家
公

な
お
、
公
務
員
制
度
共
通
評
議
会
以
外
の
諮
問
機
関
に

府
行
政
当
局
代
表
を
、
表
2
か
ら
表
4
に
整
理
す
る
。

機
関
に
つ
き
、
そ
の
管
轄
、
公
務
員
代
表
、
及
び
、
政

以
上
の
と
お
り
に
発
展
し
て
き
た
労
使
代
表
型
諮
問
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表 3 公務員法における労使代表型諮問機関の公務員代表

諮問機関 公務員代表

公務員制度共通評議会 各官公吏組合が．直近の国家．地方．病院公務員行政管理委員会選挙の結果

に比例して配分された議席の範囲で選出 (30名）

公務員制度高等評議会 各官公吏組合が．直近の行政管理委員会選挙の結果に比例して配分された議

席の範囲で選出 (20名）

同数人事審議会 関係コオルの官公吏が，各官公吏組合（※）の提出した名簿に基づく比例代

表選挙によって選出（関係コオル内での20名未満のグレード毎に 1名．

20-999名で2名. 1()()()-4999名で3名， 5000名以上で4名, 1000名以上の 1
グレードのみからなるコオルは4名）

行政管理委員会 非正規公務員をも含めた関係行政当局の全公務員が各官公吏組合（※）の提

出した名簿に基づく比例代表選挙によって選出（各省における委員会は15名
以下，その他の委員会は10名以下）

衛生安全労働条件委員会 各官公吏組合が直近の関係行政管理委員会公務員代表選挙の結果に比例して

配分された議席の範囲で選出（各省における委員会，中央当局における委員会，

及び，複数の当局にまたがる委員会は7名以下，その他の委員会は3-9名）

官公吏一般身分規程法律第 1部第 9条の 3,及び，同第 2部第13条から第16条．並びに．関係デクレ（第

2012-148号．第2012-225号，第82-451号第2011-184号．第82-453号）に基づき筆者作成

※名簿を提出できる官公吏組合とは．①選挙の行なわれるレベルの公務員制度の中で．内部規則の登録日から起

算すると．少なくとも 2年以上前から適法に結成され．かつ．②共和国の価値の尊重と独立性という基準をみた

した官公吏組合または官公吏組合連合に属する官公吏組合である（官公吏一般身分規程法律第 1部第9条の2)。

表 4 公務員法における労使代表型諮問機関の政府行政当局代表

諮問機関 政府行政当局代表

公務員制度共通評議会 ①病院公務員制度高等評議会長．行政制度公務員制度統括局長，コンセイ

（※） ユ・デタにおける評定官以上の構成員 1名．会計院における上席判事以上

の構成員 1名．地方公共団体制度統括局長．医療制度統括局長．予算局長

②国家公務使用者代表（公務員制度担当大臣の指名する 6名）

③地方公務使用者代表（市町村長と市町村議会議員の互選による代表4名．

県議会の議長及び議員の互選による代表 1名，地域圏議会の議長及ぴ議員

の互選による代表1名。以上のうち 1名は地方公務員制度高等評議会長）

④病院公務使用者代表（医療公施設を最も代表する組織の選出する 5名．フ

ランス病院連合の長）

公務員制度高等評議会 行政制度公務員制度統括局長．コンセイユ・デタにおける評定官以上の構成

員 1名．会計院における上席判事以上の構成員 1名

同数人事審議会 関係当局．又は．関係当局の上級当局に属する課長級以上を対象とするコオ

ルの官公吏．又は．それに準ずる官公吏（公務員代表と同数。公務員代表と

ともに表決）

行政管理委員会 委員会のおかれる当局の責任者と人事管理を担当する当局の責任者

衛生安全労働条件委員会

官公吏一般身分規程法律第 1部第 9条の 3,及び．同第 2部第13条から第16条．並びに．関係デクレ（第

2012-148号．第2012-225号．第82-451号．第2011-184号．第82-453号）に基づき筆者作成

濠公務員制度共通評議会では．②.③．④は表決権を有しており．また．表決とは別にそれぞれが意見表明する。
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束
力
を
有
し
な
い
と
い
う
点
は
、
前
記
の
労
働
法
で
の
従
業
員
代
表
法
制
に
お
け
る
機
関
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
点
で
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
な
る
労
働
法
上
の
機
関
と
差
が
な
い
こ
と
か
ら
、
公
務
員
法
で
も
、
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
の
意
見
や

答
申
等
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
議
論
や
、
そ
の
法
的
拘
束
力
の
欠
如
を
代
償
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
み
あ
た
ら
な
い
。

憲

法

院

判

決

ま
ず
、
憲
法
院
は
、
公
務
員
法
で
労
働
者
参
加
原
理
が
初
め
て
問
題
と
な
っ
た
判
決
で
あ
る
一
九
六
一
年
七
月
二
九
日
予
算
法
律
第
六
一

（堕

ー
八
二
五
号
第
四
条
を
修
正
す
る
法
律
に
関
す
る
一
九
七
七
年
七
月
二

0
日
判
決
第
七
七
ー
八
三

D
C
号
の
中
で
、
同
数
公
務
員
制
度
高
等

評
議
会
へ
の
諮
問
を
経
ず
に
提
出
さ
れ
た
法
案
に
基
づ
く
法
律
の
労
働
者
参
加
原
理
に
対
す
る
適
合
性
を
以
下
の
と
お
り
に
判
断
し
た
。
す

な
わ
ち
、
「
本
法
律
の
基
と
な
っ
た
法
案
は
、
議
会
に
提
出
さ
れ
る
前
に
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
う

し
た
事
情
は
、
こ
の
法
案
の
規
定
が
、
そ
の
対
象
自
体
を
考
慮
す
る
と
、
そ
う
し
た
諮
問
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
以
上
は
、
本

法
律
の
合
憲
性
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
に
定
め
ら
れ
、
第
五
共
和
政
憲
法
前
文
に
も
確
認

（加）

さ
れ
て
い
る
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
に
対
す
る
労
働
者
参
加
の
原
理
を
無
視
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

引
用
部
分
で
の
「
こ
の
法
案
の
規
定
が
、
そ
の
対
象
自
体
を
考
慮
す
る
と
、
そ
う
し
た
諮
問
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
以
上
は
」

と
い
う
留
保
に
つ
い
て
は
、
本
法
案
の
対
象
が
予
算
法
律
の
修
正
で
あ
り
、
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
へ
の
諮
問
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
る
法
案
の
対
象
（
当
時
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
で
あ
る
一
九
五
九
年
二
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
九
ー
ニ
四
四
号
の
改
正
）
に
は
あ
た
ら
な
い

た
め
、
本
法
案
は
、
そ
も
そ
も
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
諮
問
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
と
さ
れ
租
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
憲
法
院
は
、
こ
う
し
た
諮
問
の
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
法
案
を
諮
問
し
な
い
と
き
に
は
、
労
働
者

参
加
原
理
に
基
づ
き
、
法
律
の
合
憲
性
に
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
憲
法
院
は
、
憲
法
上

の
効
力
を
有
す
る
労
働
者
参
加
原
理
が
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
へ
の
諮
問
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
主
張
、
及
び
、
こ
の
評

第
二
款
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（磁）

議
会
の
諮
問
手
続
を
経
な
い
こ
と
は
同
原
理
の
違
反
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
認
め
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
労
働

者
参
加
原
理
が
、
既
に
法
制
度
化
さ
れ
、
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
諮
問
手
続
を
履
行
す
る
こ
と
を
憲
法
上
の
要
請
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
公

務
員
の
権
利
義
務
等
に
関
す
る
立
法
の
過
程
を
規
律
す
る
余
地
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

こ
の
一
九
七
七
年
の
判
決
は
、
直
接
に
は
、
法
律
上
整
備
さ
れ
た
諮
問
機
関
へ
の
諮
問
を
経
な
か
っ
た
法
案
に
基
づ
く
法
律
が
労
働
者
参

加
原
理
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
法
律
の
定
め
る
内
容
自
体
が
労
働
者
参
加
原
理
に
反
す
る
の
か
ど
う
か

が
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
後
者
が
問
題
と
な
っ
た
判
決
と
し
て
、
憲
法
院
二

0
―
一
年
一
月
二
八
日
判
決
第
二
〇

（磁）

1
0ー
九
―

Q
P
C
号
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
判
決
は
、
公
衆
衛
生
法
典
第
L
一
四
三
ニ
ー
―
一
条
が
、
地
域
圏
衛
生
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
中
で
「
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
職
員
の
全

体
を
管
轄
す
る
」
（
同
条
第
一
項
）
も
の
と
し
て
、
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
二
部
第
一
五
条
の
定
め
る
国
家
公
務
員
行
政
管
理
委
員
会

に
関
す
る
規
定
に
基
づ
く
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
委
員
会
と
、
そ
の
第
一
六
条
の
定
め
る
国
家
公
務
員
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会
に
関
す
る
規

（俎）

定
に
基
づ
く
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会
と
を
設
置
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
諮
問
機
関
に
つ

き
、
「
一
方
で
、
公
法
上
の
職
員
の
代
表
と
私
法
上
の
職
員
の
代
表
と
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
有
権
者
団
に
よ
っ
て
選
挙
す
る
こ
と
を
定
め
て
お

ら
ず
、
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
職
員
毎
に
直
接
に
関
係
す
る
問
題
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
毎
に
別
々
に
諮
問
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
な

（廊）

い
」
こ
と
が
労
働
者
参
加
原
理
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
憲
法
院
は
、
「
一
九
四
六
年
一

0
月
二
七
日
憲
法
の
前
文
が
第
八
段
に
『
す
べ
て
の
労
働
者
は
、
代
表
者
を
介
し
、
労

働
条
件
の
集
団
的
決
定
と
企
業
の
管
理
に
参
加
す
る
』
と
定
め
て
い
る
と
は
い
え
、
憲
法
第
三
四
条
は
国
家
の
文
武
官
公
吏
に
与
え
る
基
本

的
保
障
の
確
定
と
労
働
権
に
関
す
る
基
本
的
原
理
の
決
定
と
を
法
律
事
項
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第

八
段
の
示
し
て
い
る
原
理
を
尊
重
す
る
限
り
で
、
こ
の
原
理
を
実
施
す
る
条
件
と
保
障
と
を
定
め
る
責
任
を
負
う
の
は
、
立
法
府
で
あ
る
」

（加）

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
立
法
府
に
広
範
な
裁
量
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
職
員
の
全
体
を
管
轄
す
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求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
院
は
、
公
務
員
参
加
法
制
に
対
す
る
労
働
者
参
加
原
理
に
基
づ
く
違
憲
審
査
の
際
に
は
、
憲
法
第
三
四
条
を
根
拠
に
、

広
範
な
立
法
裁
量
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
記
の
と
お
り
、
公
務
員
の
権
利
義
務
を
法
令
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
と
す
る
官
公

吏
関
係
法
令
規
律
原
理
は
、
法
令
に
よ
っ
て
公
務
員
の
権
利
利
益
を
一
方
的
に
制
約
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
法
令
に
よ
っ
て
彼
ら
の
権
利
利

益
を
保
障
す
る
こ
と
を
も
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
立
法
者
は
、
公
務
員
参
加
法
制
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
憲
法
院

に
よ
っ
て
広
範
な
裁
量
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
公
務
員
の
権
利
利
益
を
制
約
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
を
も

れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
」
委
員
会
の
設
置
を
求
め
る
公
衆
衛
生
法
典
第
L
一
四
一
ニ
ニ
ー
―
一
条
は
「
職
員
の
全
体
の
実
効
的
な
代
表
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

労
働
条
件
の
決
定
に
対
す
る
参
加
の
原
理
は
立
法
府
に
対
し
、
地
域
圏
衛
生
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
職
員
代
表
の
選
任
の
た
め
に
別
々
の
有
権

（畑）

者
団
の
存
在
を
定
め
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
判
示
し
、
さ
ら
に
、
諮
問
機
関
の
管
轄
に
つ
い
て
も
、
「
立
法
府
は
、

諮
問
さ
れ
る
問
題
が
地
域
圏
衛
生
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
の
中
の
公
法
上
の
職
員
と
私
法
上
の
職
員
と
に
そ
れ
ぞ
れ
に
排
他
的
に
関
係
す
る
と
き

で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
職
員
の
代
表
が
別
々
に
諮
問
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
す
る

（

碑

）

（

紐

）

こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
点
に
関
す
る
労
働
者
参
加
原
理
へ
の
違
反
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
判
決
は
、
民
間
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
労
働
者
参
加
原
理
の
性
質
を
示
し
た
前
記
一
九
七
七
年
七
月
万
日
判
決
第

七
七
ー
七
九

D
C号
の
枠
組
に
基
本
的
に
は
依
拠
し
つ
つ
も
、
と
り
わ
け
憲
法
第
三
四
条
か
文
武
官
公
吏
に
与
え
る
基
本
的
保
障
を
法
律
事

項
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
い
う
公
務
員
法
に
固
有
の
要
請
に
も
基
づ
き
、
公
務
員
法
で
の
労
働
者
参
加
原
理
に
よ
る
違
憲
審
査
に
お
い
て
広

(210) 

範
な
立
法
裁
量
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
判
例
か
ら
、
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
の
労
働
者
参
加
原
理
は
公
務
員
法
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
原
理
に
基
づ
き
、

こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
広
範
な
立
法
裁
量
の
枠
内
で
、
諮
問
機
関
法
制
を
は
じ
め
と
し
た
公
務
員
参
加
法
制
か
整
備
さ
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(165) 

憲
法
院
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
効
力
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
労
働
者
参
加
原
理
は
、
個
人
の
自
律
性
の
原
理
等
か
ら
社
会
の
領
域
に
も
民
主
主
義
の
基
本
原
理
を
適
用
す
べ
き
と
す

る
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
き
、
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
で
確
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
労
働
法
だ
け
で
は
な
く
公
務
員
法
に

も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
公
務
員
法
で
は
、
協
定
法
制
や
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
等
の
形
で
法
制
度
化
さ
れ
、
労
働
法
と
同
じ
く
、

ウ
デ
ィ
ノ
議
定
書
の
経
緯
と
内
容
に
つ
き
、
V
i
c
t
o
r
Silvera et 
al., 
Reflexions sur la 
protocole g
 g
 
eral 
d
e
 la 
fonction publique, Rev. 
adm., 
1968, p. 4
7
0
 

et 
s. 
;
 Chapus, op. 
cit, 
p. 
7
5
.
 

(
1
6
6
)
C
臣
pg
臣
d
.

(167)

協
定
の
法
的
効
力
を
否
定
す
る
判
例
と
し
て
、
協
定
の
条
文
の
文
言
に
対
す
る
取
消
請
求
を
退
け
た
C
.
E
.. 
2
7
 o
c
t
 1
9
8
9
,
 
Syndicat natio
恙
l
des ingenieurs 
des 

告
des
et de /'exploitation d
e
 I'aviation 
civile、Rec.. 
1
9
8
9
,
 
p. 
766 :
 
~
 ム務
員
の
俸
給
表
と
階
級
表
と
の
改
革
に
関
す
る
協
定
を
契
約
職
員
に
適
用
し
な
い
と
す
る
決

定
に
対
す
る
取
消
請
求
を
退
け
た
C
.
E
.
,
1
e
r
 
fevr. 1
9
9
9
,
 
Association syndicale des contractuels d
u
 ministere d
e
 l'Industrie 
:
 
協
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
諮
問

手
続
を
経
ず
に
定
め
ら
れ
た
命
令
に
対
す
る
取
消
請
求
を
退
け
た
C
.
E
.
,
23 fevr. 2
0
0
1
,
 
Syndicat C.F.D. T. 
des personnels assurant u
n
 service avita
思
nci0ile

et 
ac
を
ぼ
s
connexes, 
R
e
c
 .. 2
0
0
1
,
 
p. 1
0
1
6
 :
 協
定
の
不
履
行
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
退
け
た
C
.
E
.
,
24 
mai 2006, 
M
m
e
 Valerie. 

(168)

下
院
の
憲
法
等
委
員
会
で
の
二

0
1
0年
法
改
正
の
法
案
審
議
の
際
に
、
従
前
の
協
定
に
事
実
上
の
政
治
的
倫
理
的
効
力
が
聰
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と

し
て
、
A
N
.
,
Rapp. 
d
e
 Pierre Morel-a ,L
ざ`
issier, 
0
 
p, 
cit, 
p. 3
1
.
 

(
1
6
9
)
C
窓
pus,
op. 
cit., 
p. 7
6
.
 

(170) Melleray• 

Droit de la fonction publique, 
op. 
cit., 
p. 2
2
9
.
 

(171) 
C.E., 
Perspectives p
o
u
r
 la fonc
思
n
Pミ
blぷ
忍
,
L
a
 D
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 francaise, 2003, p. 
336. 

(172)A• 

N
 ..
 R~ 

溶
'
d
e
Pierre Morel-a ,L
ざ
g
s
ざ
‘.0p. 
cit., 
p. 
31. 
た
と
え
ば
、
病
院
公
務
員
制
度
に
お
け
る
労
働
時
間
の
削
減
に
関
す
る
二

0
0
一
年
九
月
二
七
日
と
同

年
一

0
月
二
二
日
の
協
定
は
、
C
F
D
T
、
U
N
S
A
(
U
n
i
o
n
Nationale 
des 
Syndica窃

A
u
t
o
n
o
m
e
s
)
、
C
F
E
I
C
G
C
、
S
N
C
H
(
S
y
n
d
i
c
a
t
National 

des C
a
d
r
e
s
 H
o
s
p
i
t
a
l
i
e
r
s
)
と
い
っ
た
組
合
か
ら
な
る
少
数
派
と
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
時
間
の
削
減
に
関
す
る

1
1
0
0
0年
二
月
の
交
渉
で
は
C
F

D
T
し
か
最
終
案
に
肯
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
内
閣
は
、
全
国
的
な
枠
組
を
一
方
的
に
デ
ク
レ
に
定
め
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
具
体
例
に
つ

き
、
J
a
c
q
u
e
s
Fournier, 
Livre 
blanc sur le 
dialogue 
social 
d
a
n
s
 la fonction publique, 
La documentation franc;aise, 
2002, p. 
40 et 
pp. 
63 164. 

(173)A• 

N
 ..
 

Ibid .. 
p. 
34 et 
p. 5
3
.
 

(174) 
Ibid・̀
 
p. 
54 et 
s. 
:
 S., 
Rapp. 
d
e
 Jean ,｝ 
ierre 
Vial、
0
p. 
cit, 
p. 2
5
,
 
p. 3
9
 et 
s. 
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(175)A• 

N., 
Ibid., 
p. 
54 :
 
S., 
Ibid., 
p. 4
1
 
et 
s. 

(176) 
C.E., 2
2
 m
a
i
 2
0
1
3
 ̀

F足
1
さ
‘ation
Interco C.F•D.T.ets 

utres, A
J
D
A
,
 2
0
1
3
,
 
p. 1
0
7
7
,
 
note d
e
 M
a
r
i
e
 ,
 
Christine d
e
 Montecler, p. 2
0
4
1
,
 
note d
e
 Fabrice 

Melleray, A
J
F
P
.
 2
0
1
4
,
 
p. 1
5
.
 
下
井
•
前
掲
注
(
5
)四
0
頁
。

こ
の
判
決
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
内
務
大
臣
は
、
二

0
―
一
年
九
月
二
三
日
に
職
業
消
防
士
制
度
改
革
に
関
す
る
協
定
（
そ
の
内
容
に
つ
き
、

M
日
ie,
 

Christine d
e
 Montecler. 
g
 
accord sur la 
r
e
f
o
r
m
e
 d
e
 la 
filiere 
d
e
s
 sapeurs ,
 
p
o
m
p
i
e
r
s
 professionnels, AJ• 

A
 

(
C
F
T
C
、
U
N
S
A
、
C
G
T
|
F
o
、
C
F
E
ー
C
G
C
。
こ
れ
ら
の
合
計
得
票
率
は
約
三
九
％
で
あ
っ
た

(S.,
Question d
e
 M
.
 Michel L
e
 Scouarnec, n° 

2
1
2
9
5
,
 
JO, 2
0
1
1
,
 
p. 3
1
2
2
)
)

と
締
結
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
多
数
派
官
公
吏
組
合

(
C
F
D
T
、
C
G
T
、
F
A
I
F
P
T
(
F
e
d
e
r
a
号
n
A
u
t
o
n
o
m
e
 

d
e
 la 
Fonction 
Publique Territoriale)
。
こ
れ
ら
の
合
計
得
票
率
は
六
一
％
で
あ
っ
た

(
C
G
T
.
M
i
s
e
 
e
n
 o
e
u
v
r
e
 
des 
accords 
d
e
 B
e
r
e
y
 :
 Opposition 
a
u
 

protocole d'a 

g
 
r
d
 relatif a
 la 
r
e
f
o
r
m
e
 d
e
 la 
filiere 
sapeurs-pompiers professionnel Lettre d
u
 6
 oct. 
2
0
1
1
 au Ministre d
e
 l'Interieur, 
d
e
 l'Outre ,
 

M
e
r、
des
Collectivites 
Territoriales et 
d
e
 l'Jmmigra
思
n,
p. 2
)

)

が
、
二

0
1
―
年
―
一
月
二
三
日
に
、
内
務
大
臣
に
主
と
し
て
以
下
の
二
点
の
請
求
を
行
な
っ

た
（
そ
の
請
求
書
を
転
載
す
る
も
の
と
し
て
、

H
e
l
e
n
e
M
a
s
s
e
-
D
e
s
s
e
n
 
et 
Gilles 
Thouvenin. 
R
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l'intersyndicale 
8
n円
e
le 
protoocole 
d
u
 2
3
 

s
e
p
t
e
m
b
r
e
 2
0
1
1
.
 
Observatoire des SDIS, dee. 2
0
1
1
.
 
p. 2
)
。
十
9
か
5

わ
4
フ、細
R

一
に
、
本
件
協
定
締
結
に
あ
た
り
行
な
わ
れ
た
交
渉
に
、
関
係
労
使
代
表
型
諮
問
機
関

で
あ
る
地
方
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
に
議
席
を
有
し
な
い
組
合
の
参
加
を
認
め
る
一
方
で
、
議
席
を
有
す
る
自
分
た
ち
組
合
を
参
加
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た

組
合
に
交
渉
参
加
資
格
を
保
障
す
る
前
記
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
八
条
の
二
第
三
項
に
反
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
交
渉
の
結
果
と
し
て
締
結
さ
れ
た
本
件

協
定
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
取
消
を
求
め
た
。
第
二
に
、
本
件
協
定
は
得
票
率
二

0
％
以
上
の
官
公
吏
組
合
と
締
結
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
得
票
率
五

0
％
以
上
の
自
分
た
ち
組
合
が
反
対
す
る
以
上
は
、
前
記
二

0
1
0
年
法
律
第
二
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
そ
の
反
対
を
考
慮
す
べ
き
と
し
た
。

そ
の
後
、
内
務
大
臣
は
二

0
―
一
年
―
二
月
一
九
日
に
、
こ
れ
ら
の
請
求
を
い
ず
れ
も
拒
否
す
る
決
定
を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
反
対
派
組
合
は
、
①
協
定
の
取
消
請
求
、

並
び
に
、
②
協
定
取
消
請
求
を
拒
否
す
る
内
務
大
臣
決
定
の
取
消
請
求
、
及
び
、
③
協
定
反
対
考
慮
請
求
を
拒
否
す
る
内
務
大
臣
決
定
の
取
消
請
求
を
内
容
と
す
る
越
権
訴

訟
を
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
提
起
し
た
。

①
と
②
に
つ
い
て
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
本
件
の
協
定
に
関
し
、
法
的
効
力
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
行
政
裁
判
官
へ
の
訴
訟
の
対
象
と
な
る
行
政
行

為
で
あ
る
侵
害
的
行
為

(acte
faisant 
grief)
に
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
退
け
た

(cons.
4
)
。

そ
の
一
方
で
、
③
に
つ
い
て
は
、
内
務
大
臣
に
対
す
る
請
求
が
前
記
二

0
1
0
年
法
律
の
要
件
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
拒
否
決
定
は
前
記
の
侵
害

的
行
為
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
拒
否
決
定
に
対
す
る
取
消
請
求
は
、
そ
も
そ
も
行
政
裁
判
法
典
に
基
づ
き
管
轄
権
を
有
す
る
パ
リ
地
方
行

政
裁
判
所
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
却
下
さ
れ
た

(
8目
.
5
)
。

そ
の
後
、
本
件
協
定
に
基
づ
き
制
定
さ
れ
た
二

0
―
二
年
五
月
七
日
デ
ク
レ
第
二

0
ニ
ー
ー
七
二
六
、
二

0
―
ニ
ー
七
二
七
、
二

0
―
ニ
ー
七
二
八
、
二

0
―
ニ
ー
七
ニ

九
、
二

0
ニ
―
ー
七
一

110
、
二

0
―
ニ
ー
七
三
一
号
の
取
消
に
関
す
る
越
権
訴
訟

(C.E•. 
1•r 

g
t
さ
1
3
.

F
e
d
e
r
a
思
n
Interco 
C.F.D. T. 
et autres. A
J
F、P
．き
1
4
,

p. 
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17. 下
井
•
前
掲
注
(
5
)四
0
頁
）
で
は
、
前
記
の
判
決
で
本
件
協
定
が
法
的
な
効
力
も
強
制
力
も
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
こ
れ
が
瑕
疵
あ
る

手
統
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
本
件
デ
ク
レ
を
違
法
と
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た

(cons.
4)
。

(177) 

A.N., R
a
p
p
.
 
d
e
 P
i
e
r
r
e
 M
o
ヽ
e
l
,
d
,
L
ざ
tissier,
op. 
cit, 
p. 
3
3
 et 
s, 
p. 
5
2
 et 
s. 
:
 S. 
R
a
p
p
.
 
d
e
 J
e
a
n
 ,
P笞
rre
Vial, 
op. 
cit, 
p. 
10 
et 
s
 
.. 
p. 
3
9
 et 
s. 

(178)

人
事
院
編
「
公
務
員
白
書
[
平
成
二
九
年
版
]

j

(

日
経
印
刷
、
二

O
一
七
年
）
了
ハ

_
_
 了
公
云
只
o

こ
の
会
見
は
ヽ
平
成
二
八
年
に
は
二
了
七
回
開
僅
さ
れ
た
o

そ
の

う
ち
、
春
闘
統
一
要
求
・
人
勧
要
求
関
係
が
一
―
四
回
（
五
ニ
・
五
％
）
、
級
別
定
数
の
改
定
関
係
が
九
六
回
（
四
四
・
ニ
％
）
、
男
女
共
同
参
画
関
係
が
五
回
（
ニ
・
三
％
）

を
占
め
る
。

(179)

同
右
一
八
四
頁
。

(loo) 
Fournier. 
0
 p. 
cit. 
p. 8
7
 et 
s・
 

(181) 
Ibid., 
p. 
88. 

(182) 
Ibid 

•. 

p. 
8
8
 et 
s. 

(183) Melleray• 

D
r
o
i
t
 d
e
 la J
o
n
e
思
n
p
u
b
l
i
q
u
e
.
0p. 
cit., 
p. 
230. 

(184) 
J
e
a
n
 ,
 
L
u
d
o
v
i
c
 Si!icani, 
L
i
v
r
e
 blanc s
u
r
 l'avenir d
e
 la fonction p
u
b
l
i
q
u
e
:
 faire d
e
s
 services publics et d
e
 la fonction p
u
b
l
i
q
恩
d
e
s
atouts P
o
u
r
 la 

F
rミ
n
c
e
.
r
d
2:
u
m
 gs
~
号
n

frarn;;aise, 2008, 
p. 
116. 

（墜

C.E.,
Perspectives p
o
u
r
 la J
o
n
e
思
n
P
u
b
l
i
q
u
e
.
0p. 
cit., 
p. 
336. 

(
1
8
6
)
下
井
•
前
掲
注
(
1
7
)
一
号
二
九
頁
。

(187)

こ
れ
ら
の
条
文
を
転
載
す
る
も
の
と
し
て
、

Bidault,
0
 p. 
cit, 
p. 
86. 

(188) 
J
e
a
n
 Rivero, 
V
e
r
s
 la 

fin d
u
 droit 
d
e
 la 
fonction 
publique?. 
R
e
c
u
e
i
l
 Dal/oz. 1947, 
p. 
151. 

(189) 
J
e
a
n
'
M
芭
e
A
u
b
y
 et 
R
o
b
e
r
t
 Ducos-Ader• 

D
r
o
i
t
 administratif. 
6• 

ed・・Dalloz. 1983, 
p. 
5
1
 
et 
s. 

面
）
ぞ
id.,
pp. 52-53. 

(191)

兼
子
・
前
掲
注

(2)
二
八
二
頁
以
下
。

(192)A• 

N., 
R
a
p
p
.
 
d
e
 P
i
e
r
r
e
 M
o
eヽl,d,L
ざ
g
sier, 
0
 p. 
cit., 
p. 
38. 

(193) 
Ibid., 
p. 
39, 
p. 
60 et 
s. 
;
 
S. 
R
a
p
p
.
 
d
e
 J
e
a
n
 ,
 
P
i
e
r
r
e
 
Vial, 
op. 
cit, 
p. 4
5
 et 
s. 

(194) 
S., 
Ibid., 
p. 4
7
 et 
s. 

(195) 

A.N .. 
R
a
p
p
 d
e
 P
i
e
r
r
e
 M
o
r
e
l
 ,
d
,
L
.
h
g
 sier, 
0
 p. 
cit., 
p.67 
et 
s. 
;
 Ibid., 
p.52 
et 
s. 

(196) 

AN., Ibid., 
p. 
70. 

（堕

A
N
.
,
R
a
p
p
.
 d
e
 F
r
a
 g
o
蒋
D
e
s
c
a
m
p
s,
 
Crosnier, 0
 p. 
cit., 
p. 
47, p. 
2
4
9
 et s. 
:
 S., 
R
a
p
p
.
 d
e
 A
l
a
i
n
 Vasselle, 0
 p. 
cit, p. 
1
6
1
 et s. 
:
 Sautereau, op. cit.. 
n
°
3
.
 



184 巻 6 号—-48

兼
子
・
薗
掲
注
(
2
）
二
八
九
頁
。

C
.
E
.. 
21 dee. 1960, Sieu,、
C
o
l
o
m
b
et F. 袋さ
ra
を
n
generate d
e
 sy
良
icaぢ

C
h
r芯
登
沼
d
e
fonctionnaires, Rec., 
1960, p. 
719 

et 
s. 
本
判
決
で
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
ク
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
当
局
に
配
属
さ
れ
又
は
出
向
し
た
国
家
官
吏
及
ぴ
国
家
公
施
設
の
官
吏
に
対
し
一
九
五
七
年
八
月
一
日
法
律

第
五
七
ー
八
七
一
号
が
保
障
す
る
金
銭
手
当
に
関
す
る
規
定
を
定
め
る
一
九
五
七
年
九
月
一
四
日
デ
ク
レ
第
五
七
-
1
0
0
五
号
を
、
同
デ
ク
レ
が
同
法
律
第
一
条
の
定
め

る
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
へ
の
諮
問
手
続
を
経
ず
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
取
り
消
し
て
い
る
。

（堕

C.C.,
2
0
 juil. 
1977, n
°
7
7
 ,
 83 D
C
,
 R
D
P
,
 1978, p. 
828 et s., 
note d
e
 Louis Favoreu, A
J
D
A
,
 1977, p. 
599 et s., 
note d
e
 R
e
n
a
u
d
 D
e
n
o
i
x
 d
e
 Saint M
a
r
c
.
 

こ
の
判
決
に
つ
き
、
伊
藤
・
前
掲
注

(155)
五
三
頁
。

本
件
で
の
付
託
ま
で
の
経
緯
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
七
年
五
月
二

0
日
に
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
教
員
が
、
役
務
自
体
に
は
従
事
す
る
も
の

の
、
一
ク
ラ
ス
に
つ
き
二
六
人
以
上
の
生
徒
の
受
け
入
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
に
つ
き
、
役
務
の
不
十
分
な
遂
行
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
六
一
年
七
月
二

九
日
予
算
法
律
第
六
一
ー
八
二
五
号
第
四
条
の
定
め
て
い
る
公
務
員
の
給
与
控
除
の
要
件
で
あ
る
役
務
自
体
の
不
従
事
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
た

(C.E.,
2
0
 m
a
i
 
1977, 

Quinteau, A
J
D
A
,
 1977, p. 
599, p. 
6
3
8
 et s., 
note d
e
 R
e
n
a
u
d
 D
 g
 
oix d
e
 S
a
i
n
t
-
M
~
c
)

。
こ
の
判
決
を
受
け
、
一
九
七
七
年
六
月
九
日
に
内
閣
は
、
同
条
を
修
正

す
る
法
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
、
公
務
員
が
職
務
に
付
随
す
る
役
務
義
務
の
全
部
又
は
一
部
、
及
び
、
法
律
及
び
命
令
の
枠
組
の
中
で
管
轄
当
局
の
定
め
る
条
項
の

全
部
又
は
一
部
に
従
わ
な
い
こ
と
を
、
給
与
控
除
の
要
件
と
し
て
新
設
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
法
案
は
一
九
七
七
年
六
月
一
110
日
に
可
決
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
提
出
す
る
前
に
同
数
公
務
員
制
度
疵
等
評
議
会
へ
の
諮
問
手
続
を
経
な
か
っ
た
こ
と
を
主
な
理
由
と

し
て
、
七
月
一
日
に
は
六
四
名
の
社
会
党
下
院
議
員
が
、
七
月
八
日
に
は
六
三
名
の
共
産
党
下
院
議
員
が
、
本
法
案
を
基
に
し
た
法
律
を
憲
法
院
に
付
託
し
た
。

（加）

C.C., 
Ibid, 
cons. 5
.
 

（加）
Favoreu• 

N
o
t
e
 d
e
 sous C.C., 
n
 
0
 

7
7ー

8
3
D
C
,
 0
 p. 
cit., 
p. 
8
2
9
 :
 De
n
o
i
x
 d
e
 Saint 
M
a
r
c
,
 N
o
t
e
 d
e
 sous C.C., 
n
°
7
7
 ,
 83 D
C
,
 0
 p. 
cit., 
p. 
6
0
1
.
 

(202) 
Favoreu, Ibid., 
p. 
8
2
8
 et 
s. 
:
 De
n
o
i
x
 d
e
 Saint 
Marc, 
Ibid. 

(203) 
C.C., 2
8
 janv. 2011, 
n
°
2
0
1
0
 ,
 
91 
Q
P
C
,
 R
F
D
C
,
 2011, 
p. 
6
1
2
 et 
s., 
note 
d
e
 A
h
m
e
d
 Bello. 

函
）
デ
id.,
cons. 1. 

（
加
）
ザ
id.,
cons. 2. 

（
加
）
ザ
id.,
cons. 3. 

（
加
）
ザ
id.,
cons. 4. 

（郷）

Ibid., 
cons. 5
.
 

函
）
テ
id.,
cons. 6. 

(
2
1
0
)
B

邑
0
•
N
o
t
e
 d
e
 sous C.C., 
n
°
2
0
1
0
 ,
 
91 
Q
P
C
,
 op. 
cit., 
p. 
614. 

(198) 
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ま
ず
、
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、

一
般
利
益
を
保
障
す
る
た
め
に
公
務
労
使
間
で
交
わ
さ
れ
る
協
定

て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

本
稿
で
は
、
公
務
員
参
加
法
の
基
本
原
理
と
し
て
、
官
公
吏
の
権
利
義
務
等
を
法
令
に
よ
っ
て
定
め
る
べ
き
と
す
る
官
公
吏
関
係
法
令
規

律
原
理
、
及
び
、
公
務
員
を
含
め
た
労
働
者
が
自
ら
の
権
利
利
益
等
に
関
す
る
決
定
の
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
労
働
者
参
加
原

一
般
利
益
を
保
障
す
る
た
め
に
官
公
吏
の
権
利
義
務
等
を
法
令
に
よ
っ
て
一
方

的
に
規
制
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
国
家
や
行
政
か
ら
官
公
吏
の
権
利
利
益
や
身
分
等
を
法
令
に
よ
っ

て
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
側
面
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
自
律
性
の
原
理
等
に

基
づ
く
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
か
ら
、
公
務
員
が
自
ら
に
関
す
る
決
定
の
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た

参
加
を
保
障
す
る
法
制
度
の
基
礎
と
な
る
憲
法
上
の
効
力
を
有
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
公
務
員
の
参
加
を

保
障
す
る
こ
と
が
、
公
務
員
が
職
務
の
遂
行
の
際
に
獲
得
し
た
具
体
的
な
知
見
を
公
役
務
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
し

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
理
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
検
討
す
る
。

の
法
的
効
力
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
と
同
時
に
、
公
務
員
参
加
法
の
構
築
に
つ
き
、
広
範
な
立
法
裁
量
を
認
め
る

た
め
の
根
拠
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
が
、
全
農
林
警
職
法
事
件
最
高
裁

(211) 

判
決
に
よ
り
、
憲
法
第
一
三
条
の
公
共
の
福
祉
が
指
し
示
す
「
国
民
全
体
の
共
同
利
益
」
を
保
障
す
る
た
め
に
、
勤
務
条
件
等
に
つ
い
て
、

「
労
使
間
の
自
由
な
交
渉
に
基
づ
く
合
意
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
、
国
民
の
代
表
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
国

会
の
制
定
し
た
法
律
、
予
算
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
原
則
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
う
え
で
、
公
務
労
使
交
渉

に
お
け
る
「
使
用
者
と
し
て
の
政
府
に
い
か
な
る
範
囲
の
決
定
権
を
委
任
す
る
か
は
、
ま
さ
に
国
会
み
ず
か
ら
が
立
法
を
も
つ
て
定
め
る
べ

理
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

お

わ

り

に
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と
す
る
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
は
、
前
記
の
と
お
り
、
官
公
吏
の
権
利
利
益
や
身
分
等
を
法
令
に
よ
っ
て
保
障
す
べ
き
と
す
る
側
面

を
有
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
「
日
本
国
憲
法
第
七
十
三
条
に
い
う
官
吏
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
基
準
」
（
国
公
法
第
一

条
第
二
項
）
の
法
定
を
求
め
る
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
も
同
様
に
、
「
職
員
の
福
祉
及
び
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
」
（
国
公

法
第
一
条
第
一
項
）
を
そ
の
基
準
の
一
環
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
労
働
者
参
加
原
理
に
関
し
、
ま
ず
、
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
労
働
法
に
も
カ
ウ
ン
タ
ー

パ
ー
ト
と
な
る
機
関
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
意
見
等
に
も
、
公
務
員
法
と
同
様
に
、
法
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
公
務
員
法
の
機
関
の
意
見
等
に
つ
い
て
も
、
法
的
拘
束
力
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
議
論
や
、
法
的
拘
束
力
の
欠
如
を
代
償
し
よ
う

こ
の
よ
う
に
、
法
的
効
力
を
有
す
る
協
約
の
締
結
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
労
働
法
に
も
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ

う
し
た
諮
問
機
関
法
制
自
体
を
、
協
定
の
法
的
効
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
代
償
措
置
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ

と
も
難
し
い
。
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
る
と
、
日
本
法
と
の
比
較
の
際
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
を
、
団
体
交
渉
権
や

(212) 

協
約
締
結
権
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
「
代
償
措
置
制
度
の
モ
デ
ル
と
し
て
…
…
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
よ
り
も
、
む

し
ろ
、
こ
う
し
た
法
制
度
が
有
す
る
固
有
の
意
義
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
諮
問
機
関
法
制
は
、

日
本
で
は
前
記
の
西
谷
敏
に
よ
っ
て
労
働
基
本
権
の
基
礎
に
あ
る
と
さ
れ
る
自
己
決
定
の
理
念
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
公
務
員
に
対
し
、
自
ら
の
権
利
利
益
に
関
す
る
決
定
の
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
か
ら
、
手
続
保
障
の
理

(213) 

念
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
の
労
働
基
本
権
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
諮
問
機
関
を

通
し
た
公
務
員
の
参
加
の
保
障
が
、
彼
ら
の
有
す
る
具
体
的
な
知
見
を
活
用
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前

記
の
と
お
り
で
あ
る
。

き
」
と
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。



51―フランス公務員参加法における墓本原理曰・完

ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
公
務
員
法
の
協
定
法
制
や
労
使
代
表
型
諮
問
機
関
法
制
と
、
前
記
の
国
家
公
務
員
法
の
職
員
団
体
に
関
す
る
規
定
や
前

記
の
「
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案
」
と
を
比
較
す
る
と
、
両
者
と
も
に
、
勤
務
条
件
や
権
利
義
務
等
に
つ
い
て
は
法
令
に

定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
前
者
で
は
、
団
体
交
渉
や
労
使
間
の
合
意
等
の
際

に
関
係
公
務
員
に
よ
る
選
挙
に
基
づ
く
代
表
性
や
正
統
性
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
後
者
で
は
、
こ
れ
ら
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま

で
も
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
を
前
提
と
す
る
以
上
は
、
団
体
交
渉
や
協
約
等
は
、
法
令
等
を
通
し
て
、
当
事
者
と
な
る
職
員
団
体
や
組
合

の
構
成
員
以
外
の
者
も
含
め
た
関
係
公
務
員
全
体
に
対
し
て
影
響
し
、
協
約
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
「
拡
張
適
用
」
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
現
行
国
家
公
務
員
法
や
前
記
の
法
案
は
、
協
約
締
結
当
事
者
以
外
の
公
務
員
が
有
す
る
労
働
基
本
権
の
基
礎
に
あ
る

自
己
決
定
や
手
続
保
障
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
代
表
性
や
正
統
性
の
欠
如
と
い
う
点
は
、

公
務
員
法
だ
け
で
は
な
く
、
前
記
の
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
の
拡
張
適
用
制
度
や
、
前
記
の
と
お
り
拡
張
適
用
を
極
め
て
厳
格
な
要
件
に
よ
っ
て

限
定
す
る
日
本
の
労
働
組
合
法
の
第
一
七
条
及
び
第
一
八
条
と
比
べ
て
も
、
極
め
て
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス

さ
ら
に
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
内
閣
に
命
令
制
定
義
務
を
課
す
と
い
う
効
果
を
協
定
に
認
め
る
こ
と
が
、
憲
法
第
二

一
条
の
命
令
制
定
権
を
制
約
し
か
ね
な
い
と
考
え
た
う
え
で
、
そ
の
命
令
制
定
権
を
制
約
す
る
こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
効
果
を
協
定
に
認
め

る
こ
と
の
で
き
る
制
度
設
計
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
前
記
の
「
国
家
公
務
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
案
」
第
一
七
条
第
二
号
の
よ
う
に
、

内
閣
に
政
令
の
制
定
改
廃
義
務
を
課
す
と
い
う
効
果
を
団
体
協
約
に
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
認
可
制
度
に
関
す
る
議
論
を
は
じ
め

と
し
た
前
記
の
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
効
果
が
憲
法
第
七
三
条
第
六
号
の
命
令
制
定
権
を
制
約
す
る
こ
と
の
な

な
お
、
前
記
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
と
同
様
に
、
日
本
の
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
も
、
公
務
労
使
関
係

法
制
の
構
築
に
あ
た
っ
て
は
、
立
法
者
に
広
範
な
裁
量
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
立
法
を
通
し
て
公
務
員
の
権
利
利
益
等
を
保
障

す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
立
法
者
に
は
、
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
か
ら
導
か
れ
る
広
範
な
立
法
裁
量

い
よ
う
な
制
度
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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す
る
判
例
や
学
説
等
の
展
開
に
つ
い
て
引
き
続
き
注
視
し
て
い
く
。

を
前
提
と
し
て
も
な
お
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
に
お
け
る
代
表
性
要
件
や
諮
問
機
関
等
を
参
考
と
し
つ
つ
、
労
働
基
本
権
の
基
礎
に
あ
る
自

己
決
定
や
手
続
保
障
と
い
っ
た
理
念
に
基
づ
く
法
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

(214) 

こ
う
し
た
法
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
広
範
な
立
法
裁
量
の
中
で
立
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
公
務
員
の
労
働
基
本
権
の
内
容
形
成
に
お

け
る
立
法
者
に
対
す
る
憲
法
上
の
拘
束
の
一
環
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
前
記
の

憲
法
院
二

0
―
一
年
一
月
二
八
日
判
決
第
二

0
1
0
-九
一

Q
P
C
号
の
中
で
、
憲
法
第
一
一
＿
四
条
に
基
づ
く
広
範
な
立
法
裁
量
を
前
提
と
し

(215) 

た
違
憲
審
査
の
対
象
と
な
っ
た
規
定
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
た
「
職
員
全
体
の
実
効
的
な
代
表
」
と
い
う
要
素
が
参

考
に
値
し
う
る
。
こ
の
要
素
の
意
義
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ま
た
は
、
そ
の
他
の
要
素
を
見
出
す
た
め
に
も
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
関
連

(216) 

あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
法
制
度
の
整
備
は
、
「
制
度
の
憲
法
学
」
の
立
場
か
ら
、
国
民
や
勤
労
者
の
一
員
と
し
て
の
公
務
員
の
有
す
る
労

働
基
本
権
が
よ
く
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
の
設
計
と
し
て
、
立
法
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
途
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
念

頭
に
置
き
つ
つ
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
改
革
や
そ
の
改
革
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
を
は
じ
め
、
そ
う
し
た
法
制
度
の
整
備
が
ど
の
よ
う
に
立
法
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
の
一
環
と
す
る
。

(211)

最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
二
五
日
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
。

(
2
1
2
)
下
井
•
前
掲
注
(
5
)六
二
頁
。

(
2
1
3
)
労
働
基
本
権
の
有
す
る
手
続
保
障
と
し
て
の
意
義
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
•
前
掲
注
(
8
)1
0
一
頁
以
下
。
そ
の
一

0
三
頁
で
、
渡
辺
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
労
働

者
参
加
原
理
に
基
づ
く
中
村
睦
男
に
よ
る
労
働
基
本
権
観
や
、
本
稿
で
既
に
労
働
者
参
加
原
理
の
基
礎
に
あ
る
理
念
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
西
谷
敏
に
よ
る
労
働
基
本
権

論
等
を
検
討
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ
る
学
説
が
「
労
働
条
件
へ
の
参
加
•
関
与
と
い
う
面
に
憲
法
第
二
八
条
の
固
有
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
」
の
強

い
、
「
い
わ
ば
適
正
手
続
保
障
と
し
て
の
労
働
基
本
権
の
理
解
の
し
直
し
で
あ
る
」
と
評
価
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
手
続
が
公
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
手

続
的
正
義
の
要
請
、
一
定
の
判
断
形
成
過
程
へ
の
参
加
の
要
請
、
及
び
設
定
さ
れ
て
い
る
手
続
が
実
際
に
も
相
手
方
の
権
利
を
十
分
に
保
護
す
る
よ
う
適
正
に
運
用
さ
れ
て
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い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
手
続
の
実
効
的
保
護
の
要
請
」
と
い
っ
た
諸
要
請
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
労
働
基
本
権
を
理
解
す
る
と
い
う
「
適
正
手
続
保
障
と
し
て
の

労
働
基
本
権
の
理
解
」
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

(214)

基
本
権
内
容
形
成
論
に
関
す
る
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、
小
山
剛
「
基
本
権
の
内
容
形
成
立
法
に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現
』
（
尚
学
社
、
二

0
0
四
年
）
。

(215) 
C.C., 
n°2010-91 QFCり．
0
p. 
cit, 

cons. 4. 

(216)

高
橋
和
之
『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
」
（
有
斐
閣
、
二

0
0
六
年
）
一
五
頁
。
「
権
力
が
制
度
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
る
」
点
に
着
目
し
、
そ
の
制
度
の
設
計
と
運
用
に

よ
っ
て
権
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
う
る
も
の
と
す
る
理
解
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
「
国
民
の
権
利
が
よ
く
保
障
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
の
設
計
と
運
用
に
関
す
る
理
論
を
構

築
す
る
こ
と
」
を
「
憲
法
学
の
最
も
重
要
な
課
題
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

付
記
本
稿
は
、
二

0
一
七
年
一
月
に
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
法
政
理
論
専
攻
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
「
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
参
加
法
に
関
す
る
考
察
ー
|
―
恵
法
上
の
基

礎
と
法
制
度
上
の
実
像
を
対
象
と
し
て
ー
~
」
（
報
告
番
号
甲
第
二0
1
＝
一
三
号
）
の
第
一
部
の
内
容
を
中
心
と
し
て
、
こ
れ
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
加
筆

修
正
の
段
階
で
は
、

J
S
P
S
科
研
費
（
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
）
「
公
務
労
使
関
係
法
制
の
憲
法
学
的
研
究
ー
フ
ラ
ン
ス
公
務
員
参
加
法
と
の
比
較
を
通
し
て
」
（
課

題
番
号

JP17H06776
・
研
究
代
表
者
奥
忠
憲
）
の
助
成
を
受
け
た
。
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